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総 会 開 催 結 果 

作成日：令和４年３月５日 

１ 総会名 令和４年２月 大槌町農業委員会定例総会 

２ 開催日時 令和４年２月 24日（木） 午前 10 時 00 分 

３ 開催場所 大槌町役場３階 大会議室 

４ 出席者の 

  状況 

 

○：出席 

×：欠席 

農 業 委 員 

議席番号 役   職 氏   名 出欠 

８ 会長 佐々木 重吾 ○ 

７ 会長職務代理者 阿部 義正 ○ 

１  阿部 成子 〇 

２  兼澤 修悟 ○ 

３  藤原 長英 ○ 

５  北田 和紀 〇 

６  三浦 英敏 ○ 

農地利用最適化推進委員 

担当地域 氏   名 出欠 

金沢 
三浦 幸保 ○ 

阿部 美智子 ○ 

小鎚 
藤原 市之助 ○ 

川﨑 郷泉 ○ 

上亰・町方・吉里吉里・浪板 
佐々木 和之 〇 

三浦 茂男 ○ 

農業委員会事務局 事務局長 道又 英樹 主任主査 三浦 ゆり 

５ 議 事  付議 承認 

 報 告 【報告第 8号】租税特別措置法第 70条の４第 27項に規定する証明書交付について 

【報告第 9号】農地法第３条の３の１項の規定による届出について 

議 案 【議案第 29号】農地法第４条の規定による許可申請について 1 1 

【議案第 30号】農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変

更について 
1 1 

   

   

   

   

   

６その他  
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総 会 議 事 録 

 
【議 長】 

定刻となりましたので、只今より令和４年２月大槌町農業委員会総会を開催いたします。 

 本日の農業委員の出席状況を報告いたします。委員の定数７名のうち７名の出席を得ておりま

すので、本日の総会は成立しておりますことを報告いたします。 

 

【議 長】 

 日程第１ 会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。令和４年２月総会の会期は、

本日 1日間といたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

  

異議なしと認め、会期は、本日 1日間と決定いたしました。 

日程第２ 議事録署名委員の指名を行います。 

 それでは、私から指名させていただくことにご異議ございませんか。 

 

（異議なしという声あり） 

 

 ご異議ございませんので、３番 藤原長英 委員と、５番 北田和紀 委員を指名いたします。 

 

【議 長】 

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 では、事務局、お願いいたします。 

 

≪事務局長≫ 

 （報告読み上げ） 

 

【議 長】 

続きまして、日程第４ 報告第８号 租税特別措置法第 70 条の４第 27 項に規定する証明書につ

いて、事務局からの説明お願いいたします。 

 

≪事務局長≫ 

  （報告第８号の番号１を朗読。） 

 

【議 長】 

 それでは、質疑に入ります。只今の事務局からの説明について、発言のある方は、挙手願いま
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す。 

 

 （質問、意見なし） 

  

【議 長】 

ないようですので、次の議案に移ります。続きまして、日程第５報告第９号 農地法第３条の

３の１項の規定による許可申請について、事務局からの説明お願いいたします。 

 

≪事務局長≫ 

  （報告第９号の番号１を朗読。） 

 

【議 長】 

 それでは、質疑に入ります。只今の事務局からの説明について、発言のある方は、挙手願いま

す。 

 

 （質問、意見なし） 

 

【議 長】 

 ないようですので、次の議案に移ります。 

議案第 29号 農地法第 4条の規定による許可申請について、事務局から説明お願いします。 

 

≪事務局長≫ 

 （議案第 29号の番号１を朗読） 

 

【議 長】 

 只今の事務局の説明に関連して、これの立会に当たられました、三浦 幸保推進委員、阿部 

美智子推進委員から所見を伺います。 

 

【三浦推進委員】 

 今、局長さんがご説明しましたけれども、今入っている本家も年数たってるし、解体するにも

400万か 500万かかるようで、現地は、前には子牛の部屋建ってたのを解体して、そこに建てると

いうことで、水道とかそういうのも近くまで引かれていますので、いいんではないかなと見てき

ました。以上です。 

 

【議 長】 

 農地法第 4 条の規定による許可申請に係る検討事項について、事務局から補足説明をお願いし

ます。 

 

≪事務局長≫ 

 （意見書・調査書を朗読） 
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【議 長】 

それでは、質疑に入ります。只今の事務局説明、立会委員からの説明について、発言のある方

は、挙手願います。 

 

（質問、意見なし） 

 

【議 長】 

よろしいですか。それでは、採決いたします。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

    

（全員賛成） 

 

全員賛成ですので、「許可相当」とし、沿岸広域振興局へ進達します。 

 

次の議案に移ります。議案第 30 号 農地法経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更

に対する意見について 事務局から説明お願いします。 

 

≪事務局長≫ 

 （議案第 30号を朗読） 

 

【議 長】 

それでは、質疑に入ります。只今の事務局説明について、発言のある方は、挙手願います。 

 

 （質問、意見なし） 

 

【議 長】 

よろしいですか。それでは、採決いたします。 

 基本的な構想に関することですので、原案のとおり承認することに賛成の方は、挙手願います。 

 

（全員賛成） 

 

 全員賛成ですので、原案のとおり承認されました。 

 

【議 長】本日の議案は以上であります。 

 その他として、何かありますか。 

 

≪事務局長≫ 

（今後の予定について説明） 
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【議 長】 

以上です。ほかにありませんか。 

これで閉会とします。ご苦労様でした。 

                    11時 8分終了 

                         


